
 

令和７年度  寿光福祉会 南片江こども園・児童発達支援事業所フラミンゴ 安全計画 
◎安全点検 
（１）毎月末、クラスリーダーが、保育室内施設の安全点検をチェックリストを使い行う→主幹保育教諭・園長確認 
   施設内点検については、子どもの安全点検・安全確保チェックリストを主幹保育教諭が行う 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

重点箇所 
施設内点検 
園外環境 

施設内点検 
設備 

施設内点検 
園外環境 

施設内環境 
設備 

施設内点検 
園外環境 

施設内点検 
設備 

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

重点箇所 
施設内点検 
園外環境 

施設内点検 
設備 

施設内点検 
園外環境 

施設内環境 
設備 

施設内点検 
園外環境 

施設内点検 
設備 

施設・・・園庭・非常口周辺・屋根・廊下・フェンス・門・内扉・排水路・避難経路・緊急連絡先確認など 
設備・・・散歩車・防火設備点検・災害用備品・医療用備品の使用期限の確認・暖房器具点検 
園外環境・・・散歩コースや遠足等の確認、下見（遊具の確認）・緊急避難先の経路の見直し 

（２）マニュアルの策定・共有 
分野 策定時期 掲示・管理場所 改定時期 

安全計画マニュアル 令和 5年  ４月  １日 事務室・玄関・フラミンゴ 令和７年４月１日 
虐待防止・対応マニュアル 令和３年  ４月  １日 事務室  
危機管理マニュアル 令和６年  ４月  １日 事務室・玄関 令和７年４月１日 
救急対応時マニュアル 令和３年  ４月  １日 各保育室・事務室  
不審者対応時マニュアル 令和３年  ４月  １日 各保育室・事務室  

  ※マニュアルは年度毎に見直しをしていく 
 
 
 
 
 



 
◎児童・保護者に対する安全指導等 
（１）児童への安全指導 

 4~6月 7~9月 10~12月 1~３月 

乳児・１歳以
上３歳未満児 

・散歩時や園庭時の事故防止 
・交通安全指導（散歩時） 
・散歩車の乗り方 
 

・熱中症対策 
・水遊び事故防止 

・交通安全教室（警察）（11/12） 
（道路の歩き方） 
・暖房器具（加湿器含む）における 
事故防止 

・避難訓練（消防署） 

・凍結等による事故防止 
・暖房器具（加湿器含む）におけ
る事故防止 

３歳以上児 

・散歩時や園庭時の事故防止 
・公園の遊具の遣い方 
・交通安全指導（散歩時） 
・園駐車場での事故防止 

・熱中症対策 
・プール遊び・水遊び事故防止 

・交通安全教室 
（道路の歩き方） 
・暖房器具（加湿器含む）における 
事故防止 

・凍結等による事故防止 
・暖房器具（加湿器含む）におけ
る事故防止 

 
 
（２）保護者への説明・共有 

4~6月 7~9月 10~12月 1~３月 
・園だよりやお便りを活用し、取組
内容の周知を図るとともに、児童
が安全に係るルール・マナー等を
家庭で学ぶ機会を確保するよう保
護者に伝えていく。 
 
 

・再度、駐車場での事故防止を園だよ
り等でお知らせするとともに、個別
でも伝えていく。 
・園だより等を活用し、取組内容の周
知を図る。 

・園だより等を活用し、取組内容の周知
を図る。 

・園だより等を活用し、取組内容の周知
を図る。 
・入園時の説明会で取り組み内容の周知
を図る 

 
 
  



 
◎職員に対する安全指導等 
訓練・研修 
（１）訓練のテーマ・取組 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

避難 
訓練等 
※１ 

避難訓練 
（地震想定） 
消火訓練 

避難訓練 
（水害想定） 
消火訓練 

避難訓練 
（火災想定） 
消火訓練 

※３通報訓練 

避難訓練 
（不審者想定） 
消火訓練 

避難訓練 
（水害想定） 
警戒レベル４想定 

消火訓練 

避難訓練 
（早朝延長時の火災） 

消火訓練 

その他 
※２ 

気道内異物除去 
人数確認 

日赤一次救命処置 水の事故 
熱中症 
水の事故 

熱性けいれん 熱性けいれん 

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

避難 
訓練等 
※１ 

避難訓練 
（地震想定） 

広域避難→受け渡し 
消火訓練 

避難訓練 
（不審者想定） 
消火訓練 

避難訓練 
（火災想定） 
消火訓練 
※３通報訓練 

避難訓練 
（火災放火想定） 
消火訓練 

避難訓練 
（地震による火災想定） 

消火訓練 

避難訓練 
（散歩時地震想定） 

消火訓練 

その他 
※２ 

アレルギー対応 アレルギー対応 
AED 
人数確認 

心肺蘇生法 気道内異物除去 気道内遺物除去 

 ※１ 「避難訓練等」・・・設備運営基準第６条第２項の規定に基づき毎月１回以上実施する避難及び消火に対する訓練  
 ※２ 「その他」・・・救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、AED、・熱性けいれん等・熱中症）・人数確認（見失い置き去り防止） 
 ※３ 「通報訓練」・・・消防署・SECOMに連絡・通報訓練・火災探知機をならしての訓練 
（２）訓練の参加予定者（全員参加を除く。） 

訓練内容 参加予定者 
●避難訓練・消火訓練 園長・主幹保育教諭・指導保育教教諭・各クラス担任正規職員・パートも含む・栄養士・調理士・フラミンゴ職員 
●気道内異物除去・人数確認 各クラス担任（クラス毎に予定なし不定期で行う）・フラミンゴ職員 
●救急対応（複合型含む） 職員全員順番で行う 



 
 
（３）職員への研修・講習（園内実施・外部実施を明記） 

４月～５月 ６月～９月 10~12月 1~３月 
緊急事態発生時の対応について 
（呼吸蘇生・AED・消火活動他） 
       【福岡市保育協会】 
一時救命訓練研修（日赤） 
食品衛生研修会【福岡市保育協会】 
防災研修会【福岡市保育協会】 

危機管理研修会【福岡市保育協会】 
総合避難訓練（消防署） 
虐待防止研修【福岡市保育士会】 

交通安全教室（警察署） 
アレルギー研修 
 

子どもの病気と看病の仕方（日赤） 
心肺蘇生法・AEDに係る研修（日赤） 
 

       
◎再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等） 

・日常保育の中でヒヤリ・ハットを各クラスで記入し、主幹保育教諭・園長に提出報告 
 フラミンゴは管理者・園長に提出報告 
・事務室にヒヤリ・ハットの報告書バインダーを置き、職員で共有できるようにしていく。重要案件については、職員会議で報告 
・再犯防止については、リーダー会議や職員会議などで検討する 
 
 

 
◎登降園管理システムを活用した安全管理等・見失い・置き去りの事故防止 

・アプリを使用し当日の出欠を確認する。9時までに来所していない場合は電話連絡をし、出欠の確認を行う。 
・事業所到着、帰宅時は管理システムを使用し、在籍数の把握を行う。 
・送迎車乗車前の人数確認、全員降車後の車両内確認、置き去り防止装置の使用 
・行方不明・置き去り・事故防止のためのチェックリスト※別紙を使い職員の訓練を行う（定期的に） 
 

 
 


